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精神医療の人権軽視政策を問う
精神医療国家賠償請求訴訟

　提訴から４年を迎えた精神医療国家賠償請
求訴訟（以下 , 精神国賠）．10 月 1 日の東京
地裁における判決は , 原告の請求を棄却する
ものでした．精神国賠が問うのは , 長期入院
により憲法の定める幸福追求権や法の下の平
等に違反する状態が続いていたこと , そして
それを是正する必要性を国が認識する機会が
クラーク勧告以降幾度もあったにも関わらず ,
政策転換や実効的な退院措置をせず放置し続
けた不作為が違法である , という点です．原
告として立ち上がったのは , 約 40 年にわたる
精神科病院での長期入院経験のある伊藤時男
さんです．判決文には , 強制入院や精神科特
例が隔離収容政策として機能し , それによっ
て生み出された差別・偏見が長期入院を助長
させたことや , 長期入院による施設症（自発
性が欠如した状態）に対する理解は示されま
せんでした．また，病状の影響により本人の
判断能力が低下し，同意なくしても入院が必
要な場合があることを「公知の事実」とされ ,
長期入院は原告の症状によるものとされまし
た．この内容は，精神疾患のある人たちが判
断能力を欠くという誤った理解を広げかね
ず，看過できないことです．さらに，国連の
障害者権利委員会による総括所見で強く批判
されている日本の精神医療の抜本的な改革の
必要性への言及もありませんでした．原告側
はこの不当判決を不服として , 高等裁判所へ
控訴する方針です．
　精神国賠は , ハンセン病訴訟や旧優生保護
法訴訟と同様，国策による長期に渡る人権侵

害を問うものです．国の制度政策による「人
権に対する根本的な軽視」* は水脈のように
至る所に流れてつながり社会に根付いていま
す．旧優生保護法訴訟の最高裁判所判決を受
けて , 内閣に「障害者に対する偏見や差別の
ない共生社会の実現に向けた対策推進本部」
が設置されましたが , 精神医療制度による人
権侵害に向き合わなければ，偏見や差別のな
い社会の実現は困難です．
　「仕事しなきゃ退院できねえって思ってた
から．だから退院を諦めた」* という伊藤さん
は , 東日本大震災による原発事故で入院先の
精神病院が閉鎖され , 転院後に主治医の判断
で入院が不要とされ，退院することができま
した．伊藤さんは「社会的入院とか , 施設症
に陥っている人を ,1 人でもなくしたい」* との
思いで，この訴訟に臨んでいます．
　私たちの身近にも，精神医療の制度政策に
翻弄された人たちがいます．精神科病院での
虐待や暴行事件 ,COVID-19 感染拡大時の精神
科病院における大規模クラスターなどから ,
日頃より十分なケアができる環境 , 人的配置
がないことは明らかです．これこそ「公知の
事実」とされるべき問題です．
　この訴訟はやどかりの里が掲げる「精神医
療の課題」そのものです．１人１人が自分事
として関心を寄せ , 国の精神医療制度の抜本
的改革を目指して共に戦っていきましょう．

（堤　若菜）
＊『かごの鳥～奪われた 40 年の人生を懸けた精神医療
　 国家賠償請求訴訟』（2024）やどかり出版 より引用．
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